
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日
受
領

答

弁

第

二

四

四

号

内
閣
衆
質
一
六
八
第
二
四
四
号

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

福

田

康

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
第
�
因
子
製
剤
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
第
�
因
子
製
剤
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

厚
生
労
働
大
臣
は
、
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
六
十
九
条
に
基
づ
き
、
保
健
衛
生
上
の
見
地
か

ら
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
製
薬
企
業
に
必
要
な
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
御
指
摘
の
よ
う
な
場
合
が
、

同
条
の
保
健
衛
生
上
の
見
地
か
ら
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
状
況
に
応
じ
て

判
断
す
る
必
要
が
あ
り
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

ま
た
、
厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
ク
リ
ス
マ
シ
ン
は
既
に
使
用
さ
れ
て
い
な
い
医
薬
品
で
あ
る
こ
と
並
び
に
前

回
質
問
主
意
書
（
平
成
十
九
年
十
月
二
十
九
日
提
出
質
問
第
一
六
六
号
）
三
で
御
指
摘
の
あ
っ
た
書
証
か
ら
株
式
会
社
ミ
ド

リ
十
字
が
紫
外
線
照
射
処
理
及
び
Ｂ
Ｐ
Ｌ
処
理
に
つ
い
て
御
指
摘
の
ク
リ
ス
マ
シ
ン
の
製
造
工
程
に
導
入
し
な
か
っ
た
こ
と

及
び
そ
の
理
由
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
時
点
に
お
い
て
、
報
告
を
求
め
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
訴
訟
に
お
い
て
は
、
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
並
び
に
第
�
因
子
製
剤
で
あ
る
ク
リ
ス
マ
シ
ン
及
び
Ｐ
Ｐ
Ｓ
Ｂ－

ニ
チ
ヤ
ク
の
製
造
承
認
等
に
つ
い
て
の
国
の
責
任
等
が
争
点
に
な
っ
て
い
る
が
、
当
該
訴
訟
の
大
部
分
の
原
告
が
フ
ィ
ブ
リ

一



ノ
ゲ
ン
製
剤
に
係
る
国
の
責
任
等
を
争
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
厚
生
労
働
省
の
作
成
資
料
に
お
い
て
は
、
当

該
訴
訟
を
「
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
訴
訟
」
と
表
記
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
、
御
指
摘
の
よ
う
に
当

該
訴
訟
の
範
囲
を
限
定
す
る
と
い
う
趣
旨
で
は
な
い
。

三
に
つ
い
て

「
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
資
料
問
題
及
び
そ
の
背
景
に
関
す
る
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
は
、
当
該
資
料
の
収
集
か
ら
公

表
に
至
る
経
緯
等
に
つ
い
て
調
査
を
行
う
目
的
で
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
よ
う
な
調
査
を
行
う
目
的
で
設
置

さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
研
究
班
の
設
置
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
年
四
月
に
、
旧
厚
生
省
に
設
置
さ
れ
た
「
血
液
問
題
研
究

会
」
が
、
血
液
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
総
合
研
究
体
制
の
確
立
が
必
要
で
あ
る
旨
の
意
見
具
申
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
当
該

意
見
具
申
を
踏
ま
え
、
昭
和
五
十
四
年
度
に
御
指
摘
の
研
究
班
を
含
む
複
数
の
研
究
班
が
組
織
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

御
指
摘
の
株
式
会
社
ミ
ド
リ
十
字
に
対
す
る
対
策
の
要
請
等
に
係
る
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
実
関
係
が
明
ら
か
で
な

い
た
め
、
厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二



五
に
つ
い
て

現
在
訴
訟
が
係
属
中
で
あ
る
事
案
に
係
る
お
尋
ね
で
あ
る
た
め
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

三


